
 

 

【重要】新型コロナウイルス関連 
（ＵＡＥ政府による措置：(1)遠隔学習延長、(2)アル・ラス地域移動制限、(3)罰金に関する補足説明） 
 
 

令和２年３月３１日 
 

【ポイント】 

●ＵＡＥ政府は、公立・私立の全ての学校で実施されている遠隔学習期間を６月末まで延長すること、一

部メトロの駅の閉鎖を含むアル・ラス地域の移動制限の強化を発表しました。 

●ＵＡＥ政府によって行われている自宅待機勧告及び消毒プログラム期間中の罰金について、当館が関係

当局に確認した情報を踏まえ補足説明させていただきます。 

 

 

【本文】 

１ ３月３０日ＵＡＥ政府は、ＵＡＥ国内の公立・私立の全ての学校において３月２２日から２週間の予

定で実施されている遠隔学習期間を、２０２０年６月末まで延長することを発表しました。 

 

２ また、３月３１日から２週間、消毒プログラムの一環として、アル・ラス（Al Ras）地域（ゴールド

スーク、オールドスークを含む旧市街の広い地域）の移動制限の強化を発表しました。措置の中には、

Al Musalla、Al Khaleej、Banyyas Streets の 3 つの主要道路とインターチェンジからアル・ラス地域

に通じる道路の閉鎖、バスの路線の迂回、タクシー交通の制限、メトロのグリーンラインの３つの駅（Al 

Ras 駅、 Palm Deira 駅、Baniyas Square 駅）の閉鎖が含まれます。 

  なお、当該地域に居住する方に対しては、ドバイ保健庁（ＤＨＡ）から必要な物資の支援があると発

表されています（ただし、詳細発表は現時点で無し）。 

 

３ 邦人の皆様から問合せも多く寄せられていますが，３月２９日にＵＡＥ政府から発表された自宅から

の外出に関する罰則について、関係当局に確認した結果を踏まえ、以下説明します。 

 

（１）罰金 3,000AED 消毒プログラム時間帯に不必要な外出をした場合 

→３月２９日～４月４日までの毎晩２０：００～翌朝０６：００に行われている消毒プログラム期間中、

政府からの事前許可を取らずに外出した者が対象となっています。なお、食料や医薬品などの生活必需

品を入手しようとする個人、衛生安全のために働いている人（Vital Sectors）は除外されます。 

なお、外出許可の取得には、政府公式サイトやアプリからの申請が必要です 

UAE 内務省公式 https://twitter.com/moiuae/status/1244670927784284160  

 

（２）罰金 2,000AED 自宅からの不要不急の外出をした者 

→消毒プログラム時間外の「日中」に、真に重要な出勤、または生活必需品の購入目的を除き、「不要不

急の外出」をしたものが対象となっています。「不要不急の外出」の中には、ジョギング、散歩、友人訪

問が含まれます。 

 

４ 上記情報は３月３１日１２時時点の情報です。 

在留邦人の皆様、当地滞在中の皆様におかれましては、ＵＡＥ政府の公式情報、報道等を注視し、くれぐ

れもご注意ください。なお、ＵＡＥ政府の措置は予告なく、あるいは急遽変更となる場合がありますので、

常に最新の情報を入手するようにしてください。 

 

 

 



 

 

＜参考情報＞ 

○当館の過去の領事メール 

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_top.html 

○国営通信ＷＡＭ（新型コロナウイルス関連ページ） 

https://wam.ae/en/category/coronavirus_updates 

○ドバイ・メディア局公式ツイッター 

https://twitter.com/dxbmediaoffice?lang=ja 

○ＵＡＥ内務省公式ツイッター 

https://twitter.com/moiuae 

○ドバイ警察公式ツイッター 

https://twitter.com/dubaipolicehq 

○DHA(Dubai Health Authority)ホームページ（新型コロナウイルス関連ページ）  

https://www.dha.gov.ae/Covid19/Pages/home.aspx 

○外務省海外安全ホームページ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

○たびレジの登録 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 

 

 

 

在ドバイ日本国総領事館 領事班 

（the Consulate General of Japan in Dubai、 Consular Section） 

電 話：+971-(0)4-293-8888 (日曜～木曜 08:00～16:00)（ラマダン期間中は 14:00 まで） 

ＦＡＸ：+971-(0)4-332-4474 

郵便物宛先 ：P.O.Box 9336、 Dubai、 UAE 

所在地   ：28th Floor、 Dubai World Trade Centre、 UAE 

ホームページ http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

安全情報 http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/safety.html 

メールアドレス  ryouji@du.mofa.go.jp 

※本メールは在留届提出者、メルマガ及びたびレジに登録されている方に送付しております。 

在留届の「変更届」及び「帰国届」をご提出される方はこちら。 

http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html 

 


